
 

内容 内容 内容

関
係
部
署

■「施設カルテ」による情報
　管理
　・施設の基本情報
　（建築年，面積 等）
　・品質情報
　（劣化状況，工事履歴　等）
　・供給情報（利用状況：定
　　員，利用量，利用率等）
　・財務情報（収支状況：コ
　　スト，収支比率 等）

■「個別施設再編アクション
　プラン」による情報管理
　・個々の施設の取組の内
　　容及び実施時期等（第４
　　期計画まで）
　　　　　　　　　　　　等

庁
内
推
進
体
制

■柏市公共施設マネジメント推進会議による検討・協議，調整等

■関係部署による連携（情報共有，検討・協議，調整，支援等）関係部署…
・各公共施設等
　の所管部署
・公共施設等の
　統括マネジメ
　ント担当部署
・公共施設の営
　繕管理担当部
　署
・財政担当部署
・総合計画担当
  部署
　　　　　　等

公
共
施
設
等
の
統
括
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
担
当
部
署

情報

提供

情報

活用

ＰＬＡＮ
計画の見直し

ＡＣＴＩＯＮ
改善策等の検討

ＤＯ
計画の実行

ＣＨＥＣＫ
実行結果の検証

第６章                     

計画の推進に向けて                  
 

６-１． 推進体制                            

 

６-１-１． 庁内の推進体制 

 （１）全庁的な連携強化の実施 

  第１期計画に基づく取組の推進にあたっては，柏市公共施設マネジメント推進会議を設置

し，庁内の連携・協力体制の下，計画の進捗管理などのマネジメントを行ってきました。 

  本計画では，庁内の組織横断的な連携（情報共有，検討・協議，調整等）を強化し，目標実

現に向けた全庁的な取組の推進を図ります。 

 

 （２）情報の管理・共有化のあり方 

  本計画では，庁内の組織横断的な連携（情報共有，検討・協議，調整等）の強化を図るため，

分散管理されている施設（建築物系施設）に関する各種情報を「施設カルテ」として見える化

し，一元的管理の下全庁的に共有化します。 

  管理された施設等情報により施設の実態把握を適切に行うことで，全庁的な取組の効率的

な推進を図ります。 

 

 （３）計画の進捗管理・マネジメントのあり方 

  本計画の進捗管理・マネジメントにあたっては，個々の施設（建築物系施設）の取組の内容

及び実施時期等を示した「個別施設再編アクションプラン」を毎年度更新し，ＰＤＣＡサイク

ルによる進捗状況の確認を行います。また，「施設カルテ」と合わせた活用により，本計画の

取組に関する実行結果の検証や今後の改善策等の検討の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

図 35 計画の進捗管理・マネジメントの流れ 
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【役割等】
　・施策の推進
　・施設等の維持管理
　・所管施設等に関する各種情報収集，整理，把握，整
　　理及び分析←個別施策推進の視点
　・個別施設計画（施設ごとの基本的なあり方等）の策
　　定及び推進　　　　　　　　　　　　　　　　　等

保全部会 インフラ部会

関係部局長

副市長

【役割等】
　・財政計画の策定及び推進
　・公共施設等整備に関する各種情報収集，整理，把
　　握及び分析←財政運営の視点
　・予算の編成（公共施設等に関する財政措置）
　・財源確保の取組みの推進　　　　　　　　　　　等

【役割等】
　・「総合計画」の策定及び推進
　・公共施設等に関する各種情報収集，整理，把握及び
　　分析←行政経営の視点
　・広域連携の検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

■各公共施設等の所管部署

市長

公共施設マネジメント推進会議

関係課等の所属長

■公共施設の営繕管理担当部署

■財政担当部署 ■総合計画担当部署

【役割等】
　・「公共施設等総合管理計画」の策定及び推進
　・公共施設等に関する各種情報収集，整理，把握及び
　　分析←施設等のマネジメントの視点
　・公共マネジメント推進会議に関する事務　　　　等

【役割等】
　・公共施設保全計画の策定及び推進
　・公共施設の整備に関する各種情報収集，整理，把
　　握及び分析←施設の営繕管理の視点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

■公共施設等の統括マネジメント担当部署

適正配置部会

連携（情報共有，検討・協議，調整，支援等）

連携（情報共有，検討・協議，調整等）

検討・協議，調整等

決定，管理等

報告，提案等

関係部署

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 36 計画の推進体制 
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６-１-２． 市民への理解促進（市民参画の促進） 

公共施設等には，行政サービスの提供や市民生活を豊かにするための建築物系施設と，市民

生活の基盤となるインフラ系施設があり，そのほとんどが市民生活と密着しています。 

地域ごとに異なる特性や，多様化が進むニーズに応えるためには，従前の行政施策を越えた

対応が必要となる場合があります。 

そのため，本計画に基づく取組の推進にあたっては，市民の理解と協力が必要であり，全市

的な課題として問題意識を共有し市民参画を促進するため，次のことに積極的に取り組みま

す。 

 市民に対し，公共施設等に関する各種情報（施設状況，取組状況，検討状況等）につ

いて適時適切な情報発信を行います。 

 情報発信の際には，デジタルツールの活用を図りながら，意見募集を行います。 

 公共施設等を日頃利用することの多い団体や市民だけでなく，利用することの少ない

市民の声も反映させながら，より公平性の高い行政サービスの提供を進めます。 
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